
 

 

 

低所得低所得低所得低所得層層層層にににに軽減策軽減策軽減策軽減策    
政府検討政府検討政府検討政府検討「「「「激変緩和激変緩和激変緩和激変緩和」」」」延長延長延長延長もももも視野視野視野視野    

政府は３０日、後期高齢者医療制度について、自治体による補助がなくなっ

て保険料が急激に上がり生活が苦しくなった人への補助など、低所得層への

負担軽減策を導入する方向で検討に入った。０９年３月で切れる激変緩和措

置の延長も視野に入れている。 
(毎日新聞４月３０日(水)夕刊より抜粋) 
    

    

７５７５７５７５歳歳歳歳からのからのからのからの医療制度医療制度医療制度医療制度    
安心安心安心安心のためののためののためののための７７７７つのつのつのつのポイントポイントポイントポイント    
    

1.1.1.1. 保険料保険料保険料保険料がががが安安安安くなるくなるくなるくなる自治体自治体自治体自治体がほとんどですがほとんどですがほとんどですがほとんどです。。。。    
2.2.2.2. 保険証保険証保険証保険証がががが変変変変わりますわりますわりますわります    
3.3.3.3. 医療費医療費医療費医療費のののの１１１１割負担割負担割負担割負担はははは変変変変わりませんわりませんわりませんわりません。。。。    
4.4.4.4. 担当医担当医担当医担当医をををを持持持持つことがつことがつことがつことが可能可能可能可能になりますになりますになりますになります。。。。    
5.5.5.5. 新新新新しいしいしいしい医療制度医療制度医療制度医療制度はははは都道府県都道府県都道府県都道府県ごとにごとにごとにごとに運営運営運営運営されますされますされますされます。。。。    
6.6.6.6. 保険料保険料保険料保険料のののの支払支払支払支払いにいにいにいに手間手間手間手間をおかけしませんをおかけしませんをおかけしませんをおかけしません。。。。    
7.7.7.7. 被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者のののの方方方方のののの保険料保険料保険料保険料はははは半年間免除半年間免除半年間免除半年間免除されますされますされますされます。。。。    

    

    

・・・・ポイントポイントポイントポイント１１１１    保険料安保険料安保険料安保険料安くなるくなるくなるくなる自治体自治体自治体自治体がほとんどですがほとんどですがほとんどですがほとんどです。。。。    
これまでの保険料は世帯単位で負担していましたが、新制度では個人単位で負担することと

なり、人数割で負担する保険料(均等割額)と、所得に応じて負担する保険料(所得割額)を合わせ
た金額を支払うことになります。年金以外の収入がなく、年間の年金額が１５３万円以下の方は、
所得割額の負担がありません。さらに、所得の低い世帯の場合、均等割額も所得に応じて７割、
５割、２割の軽減処置があります。 
 均等割額と、所得割額は都道府県によって異なりますが、特殊な場合を除けば、基礎年金や厚
生年金だけで暮らしている方の保険料は安くなります。 
 例えば、年金が１５３万円以下の単身世帯の場合、所得割額はかからず、保険料は月に１００
０円(年額１万２０００円)程度となります。 

後期高齢者医療制度特別号後期高齢者医療制度特別号後期高齢者医療制度特別号後期高齢者医療制度特別号    



 
 
・・・・ポイントポイントポイントポイント２２２２    保険証保険証保険証保険証がががが変変変変わりますわりますわりますわります。。。。    
    これまでは、病院の窓口などで医療保険証と老人医療受給者証の２枚が必要でしたが、新制度
では「後期高齢者医療被保険者証」の１枚だけで済みます。 

新しい保険証が届いているか、いま一度ご確認いただき、大切に保管してください。 
 保険証の届いていない方は、市区町村の窓口へ問い合わせてください。また保険証が届いてい
ない方でも、届くまでの間、今までの保険証や運転免許証等で対応できます。 
 
 
・・・・ポイントポイントポイントポイント３３３３    医療費医療費医療費医療費のののの１１１１割負担割負担割負担割負担はははは変変変変わりませんわりませんわりませんわりません。。。。    
 病院などで支払う医療費はこれまでと同じ「１割負担」です。また現役並みの所得のある方も
「３割負担」で変わりません。 
 
 
・・・・ポイントポイントポイントポイント４４４４    担当医担当医担当医担当医をををを持持持持つことがつことがつことがつことが可能可能可能可能になりますになりますになりますになります。。。。    
 医療サービスもきめ細やかなものになります。 
 そのひとつが「高齢者担当医療制度」で、本人が希望すれば担当医が付き、外来、在宅医療か
ら入院紹介、退院後の療養などを含めて継続的に診療してもらうことが可能になります。 
 高齢者にとって普段から見てもらえる医師がいることは非常に大切です。 
 担当医は治療方針や検査予定などを説明し、きめ細やかな治療をしてくれます。手術や入院が
必要になった場合には、設備の整った専門医のいる病院を紹介してもらえるほか、退院後の看護
や介護も地域の医療機関と連絡しあって診てもらえるようになります。 
 もちろん、今まで通り担当医以外の医師にかかっても構いませんし、担当医を変更することも
自由です。 
 
    
    
・・・・ポイントポイントポイントポイント５５５５    新新新新しいしいしいしい医療制度医療制度医療制度医療制度はははは都道府県都道府県都道府県都道府県ごとにごとにごとにごとに運営運営運営運営されますされますされますされます。。。。    

新制度の運営は、都道府県単位の広域連合が当たるため、市区町村の格差が訂正されます。 
 これまでの「国民健康保険」は各市区町村ごとに運営されてきたため、特に小さな市町村は保
険財政に苦しんできました。 
 新制度では、都道府県単位の広域連合が運営するため、同じ都道府県で同じ所得ならば、原則
として保険料も同じになり、市区町村の格差は訂正されます。 
 また、これまでの市区町村を単位とする国民健康保険の保険料は、最大５倍の差がありました
が、都道府県単位の新制度では、それが約２倍までに縮まり、不公平感が緩和されました。 
 これらの改善によって、若い人にもお年寄りにも納得してもらえるような長続きする制度とな
りました。 
 
 
・・・・ポイントポイントポイントポイント６６６６    保険料保険料保険料保険料のののの支払支払支払支払いにいにいにいに手間手間手間手間をおかけしませんをおかけしませんをおかけしませんをおかけしません。。。。    
    保険料は、ほとんどの方に年金からお支払いいただきますが、保険料が増えるというものでは
ありません。高齢者の方々に従来のようにわざわざ金融機関の窓口に出向いてお支払いいただく
必要がなくなります。 
 
 
・ポイントポイントポイントポイント７７７７    被扶養者被扶養者被扶養者被扶養者のののの方方方方のののの保険料保険料保険料保険料はははは半年間免除半年間免除半年間免除半年間免除されますされますされますされます。。。。    
    今年９月までの半年間は保険料が全額免除され、今年１０月から来年の３月までの半年間は９
割免除されます。その後再来年の３月までの１年間は５割に軽減されます。 
 サラリーマンのお子さんなどに扶養されている７５歳以上のお年寄りにも、公平をはかる観点
から新たに保険料をいただくことになりました。しかし、急激な負担増にならないよう上記のよ
うな借置がとられました。 



    

Ｑ、Ｑ、Ｑ、Ｑ、保険料保険料保険料保険料はどうなるのですかはどうなるのですかはどうなるのですかはどうなるのですか？？？？    

Ａ、Ａ、Ａ、Ａ、保険料保険料保険料保険料はははは、、、、都道府県単位都道府県単位都道府県単位都道府県単位でででで同同同同じになりますじになりますじになりますじになります。。。。国保国保国保国保からからからから後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者医医医医

療制度療制度療制度療制度にににに移移移移ったったったった場合場合場合場合、、、、保険料保険料保険料保険料はははは、、、、市区町村単位市区町村単位市区町村単位市区町村単位でででで違違違違いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、都道府都道府都道府都道府

県単位県単位県単位県単位でででで同同同同じになりますじになりますじになりますじになります。。。。総総総総じてじてじてじて言言言言えばえばえばえば、、、、低所得層低所得層低所得層低所得層はははは負担減負担減負担減負担減、、、、高所得層高所得層高所得層高所得層

はははは負担増負担増負担増負担増となりますとなりますとなりますとなります。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、各国保各国保各国保各国保によりことなりますによりことなりますによりことなりますによりことなります。。。。    

    

○保険料は、「被保険者一人当たりでご負担いただく部分(均等割)」と、

｢所得に応じてご負担いただく部分(所得割)｣の合計金額になります。 

○所得の低い世帯の方には、均等割が軽減(7割、５割、２割)されます。 

○例えば、単身の基礎年金(７９万円)以外に収入のない方で全国平均月月月月

額額額額１０００１０００１０００１０００円程度円程度円程度円程度、平均的な厚生年金(年額２０１万)を受給している方

で全国平均月額月額月額月額５８００５８００５８００５８００円程度円程度円程度円程度になります。 

    

保険料保険料保険料保険料のののの計算計算計算計算方法方法方法方法    

    

 

 

 

 

○○○○均等割額均等割額均等割額均等割額、、、、所得割率所得割率所得割率所得割率はははは２２２２年年年年ごとにごとにごとにごとに、、、、見直見直見直見直されされされされ、、、、都道府県内都道府県内都道府県内都道府県内でででではははは同同同同じじじじ率率率率((((均均均均

一保険料一保険料一保険料一保険料))))でででで設定設定設定設定されますされますされますされます。。。。    

    

○○○○所得割額所得割額所得割額所得割額をををを算定算定算定算定するするするする際際際際のののの所得所得所得所得はははは、「、「、「、「被保険者本人被保険者本人被保険者本人被保険者本人のののの基礎控除後基礎控除後基礎控除後基礎控除後のののの総所得総所得総所得総所得

金額金額金額金額」」」」とととと    

なりますなりますなりますなります。。。。    

♦年金収入のみの場合 

所得＝年金収入－公的年金等控除１２０万円－基礎控除３３万円 

年金収入１５３万円以下の方は、所得がゼロとなり、所得割りはかかりません。 

 

    

保険料保険料保険料保険料＝＝＝＝均等割額均等割額均等割額均等割額＋＋＋＋所得割額所得割額所得割額所得割額 

被保険者本人被保険者本人被保険者本人被保険者本人のののの所得所得所得所得××××所得割率所得割率所得割率所得割率    

※軽減処置あり 



広域連合 

    

○○○○均等割額均等割額均等割額均等割額はははは、、、、同一世帯内同一世帯内同一世帯内同一世帯内のののの被保険者及被保険者及被保険者及被保険者及びそのびそのびそのびその世帯主世帯主世帯主世帯主のののの所得所得所得所得がががが一定一定一定一定のののの基基基基

準額以下準額以下準額以下準額以下のののの場合場合場合場合にににに軽減軽減軽減軽減されますされますされますされます。。。。    

    

♦♦♦♦年金収入のみの場合 

所得＝年金収入－公的年金等控除１２０万円－基礎控除１５万円 

７５歳以上の夫婦２人世帯(夫が世帯主)では、夫と妻の所得の合計額が３３

万円以下なら均等割額は７割軽減、57.5万円以下なら５割軽減、１０３万円以

下なら２割軽減となる。この軽減処置が夫と妻の両方に適用され、軽減後の

均等割額は夫も妻も同額となる。 

 

妻が年金収入１３５万円以下の場合、妻の所得はゼロ。夫の年金収入(所

得)に応じて、夫と妻の均等割額の軽減割合は次のようになります。 

 

夫の年金収入が１６８万以下→７割軽減 

192.5万円以下→５割軽減 

２３８万円以下→２割軽減 

 

 

 

(参考)宮城県の保険料率 

均一保険料  

均等割額(円) 所得割額(％) 

宮城 ￥38,760 ¥7.14 

 

(参考)宮城県の後期高齢者医療広域連合の電話番号 

宮城県 ０２２－２６６－１０２６ 

 

土井とおる携帯用 
ＨＰ ＱＲコード 

    


